
資 料

「農林水産省における新たな労使関係の構築に関する基本方針」（平成21年７月16日新たな労使関係構築検討会議）新旧対照案

平成26年４月14日

改正案 現 行

Ⅰ 基本的考え方 Ⅰ 基本的考え方

（１）労使関係の再構築の必要性 （略） （１）労使関係の再構築の必要性 （略）

（２）労使交渉の透明性確保 （略） （２）労使交渉の透明性確保 （略）

（３）新たな人事評価制度に基づく適切な人事管理の運営 （略） （３）新たな人事評価制度に基づく適切な人事管理の運営 （略）

（４）職員団体による庁舎使用の透明性の確保 （４）職員団体による庁舎使用の透明性の確保

・ 職務専念義務違反となる職員団体活動への従事を根絶させることを担保するため、勤務時間 ・ 職務専念義務違反となる職員団体活動への従事を根絶させることを担保するため、勤務時間

内における職員団体による庁舎の使用は原則として認めないこととし、これまで「組合事務室」 内における職員団体による庁舎の使用は原則として認めないこととし、これまで「組合事務室」

や「組合用会議室」として恒常的に供与してきた会議室等については、原則としてすべて業務 や「組合用会議室」として恒常的に供与してきた会議室等については、原則としてすべて業務

用に供することとする。ただし、職員団体業務の専従を許可された職員が使用する場合その他 用に供することとする。ただし、職員団体業務の専従を許可された職員が使用する場合その他

庁舎の一部を恒常的かつ継続的に使用することにつき合理的な理由がある場合は、庁舎管理規 庁舎の一部を恒常的かつ継続的に使用することにつき合理的な理由がある場合は、庁舎管理規

則等に基づく許可手続を行った上で、職員団体活動への当局による便宜供与とみなされない程 則等に基づく許可手続を行った上で、職員団体活動への当局による便宜供与とみなされない程

度の最小限の広さの事務室又は会議室を供与する。 度の最小限の広さの事務室又は会議室を供与する。

・ 勤務時間外における職員団体による庁舎使用については、庁舎管理規則等に基づく事前許可 ・ 勤務時間外における職員団体による庁舎使用については、庁舎管理規則等に基づく事前許可

制とする。 制とする。

・ 職務専念義務違反となる職員団体活動への従事を根絶させるとともに、公共施設の目的外使

用を防止するため、職員団体活動としての連絡は、勤務時間外に、職員団体が整備するパソコ

ン等を使用して行うこととし、勤務時間の内外にかかわらず職員団体活動への職場パソコンの

使用は行わない。

（５）政治的行為の制限の遵守 【新設】

・ 国民全体の奉仕者として、国家公務員法（以下「国公法」という。）第102条に基づき、政

党又は政治的目的のために、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない等を遵守する。

Ⅱ 新たな交渉ルールの考え方 （抄） Ⅱ 新たな交渉ルールの考え方 （抄）

１ 交渉の具体的進め方 （抄） １ 交渉の具体的進め方 （抄）

（２）予備交渉の励行 （抄） （２）予備交渉の励行 （抄）

・ 円滑な交渉の実施のため、国公法第108条の５第５項の規定に基づき、予備交渉を効果的か ・ 円滑な交渉の実施のため、国家公務員法（以下「国公法」という。）第108条の５第５項の

つ効率的に実施する。なお、予備交渉は勤務時間外に行うことを徹底させる。また、そのため 規定に基づき、予備交渉を効果的かつ効率的に実施する。なお、予備交渉は勤務時間外に行う

の時間は２に定める交渉の時間の内数として取り扱うものとする。 ことを徹底させる。また、そのための時間は２に定める交渉の時間の内数として取り扱うもの

とする。

Ⅲ 職員の勤務管理の適正化及び職員団体業務への従事状況の把握・報告 （略） Ⅲ 職員の勤務管理の適正化及び職員団体業務への従事状況の把握・報告 （略）

Ⅳ 職員団体活動のための庁舎等の使用の適正化 Ⅳ 職員団体活動のための庁舎等の使用の適正化

１ 組合事務室等の取扱い （略） １ 組合事務室等の取扱い （略）

２ 電気代、水道代等の負担その他の便宜供与の取扱い （略） ２ 電気代、水道代等の負担その他の便宜供与の取扱い （略）

３ ビラ等の掲示の取扱い （略） ３ ビラ等の掲示の取扱い （略）

４ ビラ等の配布の取扱い （略） ４ ビラ等の配布の取扱い （略）

５ 職場パソコンの取扱い 【新設】

職務専念義務違反となる職員団体活動への従事を根絶させるとともに、公共施設の目的外使用を

防止するため、職員団体活動としての連絡は、勤務時間外に、職員団体が整備するパソコン等を使

用して行うこととし、勤務時間の内外にかかわらず職員団体活動への職場パソコンの使用は行わな

い。

Ⅴ 従来の労使間の取決めの廃止その他必要な手続 （略） Ⅴ 従来の労使間の取決めの廃止その他必要な手続 （略）






















